
５月８日(月)から並木コミュニティハウスの 
利用制限を解除します 

 

平素は並木コミュニティハウスをご利用いただき、誠にありがとうござ

います。 

令和５年５月８日(月)から新型コロナ感染症が５類に移行されることに

伴い、利用制限を解除し、平常どおりとします。 

 

１ 貸出を再開する備品 

ヨガマット、プレイマット、ポット、お椀、茶筅などの茶器及び湯呑茶

碗等、碁石・将棋の駒、麻雀パイ、ブルーシート、マイク・アンプ 

 

２ 利用時間 

(1) 開始時間から終了時間まで (例 ９時 00 分から 11 時 50 分) 

※ 点検等のため終了 10 分前の退室にご協力をお願いします。 

※ トラブル防止のため、入退室時間の厳守をお願いします。 

(2) ロビーを平常どおり解放します。 

 

３ その他 

(1) マスク着用、検温及び手指消毒も個人の判断に委ねます。 

(2) 利用後にお願いしていた、消毒作業も不要とします。 

 

※ 今後、諸状況により変更になる場合は、その都度ホームページ等で

お知らせします。 

 

                          並木コミュニティハウス 


